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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2015年９月17日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行するため、分割準備会

社としてすかいらーく分割準備株式会社を設立するとともに、2016年１月１日を効力発生日として、当社が営むレスト

ラン事業に関する権利義務の一部を、吸収分割（以下「本件分割」といいます。）により、すかいらーく分割準備株式

会社に承継させることを決議し、本件分割に係る吸収分割契約を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、2015年９月17日付で臨時報告書を提出し、ま

た、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、2015年12月１日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりま

すが、今般、その記載内容の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告

書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

(5）本件分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

(5）本件分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総

資産の額及び事業の内容

（訂正前）

商号 株式会社すかいらーくレストランツ

本店の所在地 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号

代表者の氏名 代表取締役社長　　松本　純男、代表取締役社長　　崎田　晴義

資本金の額 10百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 レストラン事業

 

（訂正後）

商号 株式会社すかいらーくレストランツ

本店の所在地 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号

代表者の氏名 代表取締役社長　　松本　純男、代表取締役社長　　崎田　晴義

資本金の額 10百万円

純資産の額 88百万円

総資産の額 2,061百万円

事業の内容 レストラン事業

 

以　上
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